
《振込金(兼手数料)受取書の取り扱いについて》
この部分のコピー2部を浄化槽工事完了報告書4部または浄化槽設置届書4部の3枚目と4枚
目にそれぞれホッチキスで綴じて、1枚目、2枚目と併せて受付窓口へ提出して下さい。
(振込金(兼手数料)受取書の原本は必ず建築主または浄化槽設置者の方が保管して下さい)
※浄化槽設置費補助金申請をする場合、コピーをもう1部取り担当する地域の指定検査機
関 浄化槽法定検査依頼書と併せて提出して下さい関へ浄化槽法定検査依頼書と併せて提出して下さい。

建築確認申請の場合：
浄化槽工事完了報告書の確認済証番号を記入ください。

建築確認申請をしない場合：
特記ありません。

確認建築申請の場合：
浄化槽工事完了報告書の建築主の氏名と同一名義で記述して下さい。

建築確認申請をしない場合：
浄化槽設置届書の設置者の氏名と同一名義で記述して下さい。化槽 置 置

※販売を目的で浄化槽付き住宅(改築を含む）する方へ：
浄化槽工事完了報告書提出前に販売された場合、購入者氏名も記述して下さい。


